
1 

 

総務文教厚生常任委員会調査報告書 

 

1 調査事件  

財政の健全化について 

 

2 調査目的  

本町の財政は、合併による普通交付税効果額の縮減、生産年齢人口の減少に伴う税

収減、大規模事業実施に伴う公債費や高齢化に伴う扶助費等の増加など、財政健全化

に向けて厳しい状況が予測されることから、将来に向け持続可能な財政運営を目指す

ために調査することとした。 

 

3 調査経過  

平成 28年 12 月 14 日 （会期中） 

平成 28年 12 月 20 日 （会期中） 

平成 29年 1 月 13 日 総務課、情報発信課、会計室聞き取り 

平成 29年 1 月 25 日 

平成 29年 2 月 8 日 情報発信課聞き取り 

平成 29年 2 月 16 日 

平成 29年 2 月 22 日 

平成 29年 3 月 30 日 税務町民課聞き取り 

平成 29年 4 月 27 日 総務課、情報発信課聞き取り 

平成 29年 5 月 9 日 

平成 29年 5 月 25 日 

平成 29年 6 月 2 日 

 

4 調査状況  

［現 況］ 

国では、平成 28年度の地方財政計画において、同年の地方税、地方譲与税等が 41.3

兆円と平成 27年度比 1兆円の増と大きく伸び、リーマンショック以前の水準まで回

復したことから平時モードへの切り替えを進めるとして、平成 28年度の地域経済基

盤強化・雇用等対策費の特別歳出枠を 0.4 兆円減額した。平成 27 年度には 0.23 兆

円確保していたリーマンショック景気対策の別枠加算を廃止した。このように総務

省では全国的な経済再生に合わせ、地方財政も回復したと判断したことから、今後

は交付税の増額を期待できる状況にはない。 

交付税や税収に影響する人口の推移について、「庄内町・まち・ひと・しごと創生

総合戦略」の人口ビジョンによると、平成 7 年以降の出生数が緩やかに減少し平成

25 年には 147 人になっている。一方、死亡数は、平成 7 年からほぼ一定して 300 人

前後となっているため、加速度的に人口の自然減が進行している。 

また、社会動態では、平成 7 年以降、転出転入ともに減少傾向にあるものの、特



2 

 

9.7% 

に進学や就職に関わる 10～20代の転出超過が著しいため、人口の社会減少が続いて

いる。 

結果として、平成 27 年国勢調査人口等基本集計結果では、本町の人口は 21,666

人となり、20年間で年少人口が約 41％、生産年齢人口が約 28％減少している。 

この人口減少に歯止めをかけるために、「庄内町・まち・ひと・しごと創生総合戦

略」では 4 つの基本目標を掲げ、効果的な施策を継続的に展開することで、第 2 次

総合計画最終年度の 2025（平成 37）年に 19,000 人を、さらに 2,060（平成 72）年

には、国立社会保障・人口問題研究所の発表した推計値より、約 4,000 人多い 13,563

人の確保を目指す、人口の将来展望を作成した。 

本町の平成27年度決算における主要財政指数を見ると、実質公債費比率は9.7％、

将来負担比率は 82.8％、公債費負担比率（単年度） は 12.7％で健全とされる範囲

内にあり、財政力指数は 0.31、経常収支比率は 89.4％となっている。 

山形県内自治体との比較では平均的であり、全国の類似自治体との比較では下位

にある。 

なお、本町の財政指数の推移、県内と全国の自治体平均との比較は以下の表のと

おりである。全国類似自治体との比較表は別に添付。（資料 1～3） 

庄内町の財政指数の推移 

年 度 

項 目 
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23  H24 H25 H26 H27 

実質公債費比率(％) 16.9  17.3 16.4  16.6  16.6  15.5  14.6  13.2  12.3  10.7  9.7  

公債費比率 (％ ) 19.6  18.4 17.3  15.9  14.1  11.7  11.2  9.0  6.9  5.6  4.7  

起債制限比率(％)  13.8  14.0 13.8  13.2  12.5  11.4  10.3  8.8  7.3  5.5  4.3  

公債費負担比率

(単年度）(％) 
  21.5    21.8 21.0 20.1 16.8 16.2 16.5 15.4 14.0 13.5 12.7 

経常収支比率(％) 92.7  93.5 94.7  94.6  92.1  88.0  91.6  90.5  88.0  90.8  89.4  

財 政 力 指 数 0.32   0.33  0.34   0.34   0.33   0.31   0.30  0.30   0.30   0.30  0.31 

将来負担比率(％)    105.9 124.9 114.9 101.5 107.7 109.7   92.8  95.2  82.8 

平成 27年度の財政指数の比較 
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また、平成 29 年 3 月定例会に示された財政シミュレーション（資料 4）によると、

平成 33 年度には公債費負担比率（単年度）は財政運営上、危険ラインとされる 20％

に迫る 19.1％になると予測されている。 

なお、税収及び交付税の根拠となった人口推計は、国勢調査人口等基本集計結果の

人口を基礎としている。 

また、財政シミュレーション作成の基礎となった借入条件は以下の表のとおりであ

る。 

合併特例債を含む主な起債の借入条件 

(1)起債事業名 (2)資金区分 
(3)償還期限 

(うち据置) 
(4)利率 (5)借入日 

合 併 特 例 債 銀 行 等 15(3) 0.5％ 

各年度出納 

整理期間 

5月 25 日 

合併特例債（除却）  銀 行 等 10(2) 0.5％ 

過 疎 対 策 事 業 債 財政融資 12(3) 0.3％ 

地域活性化事業債 銀 行 等 15(3) 0.5％ 

臨 時 財 政 対 策 債 財政融資 20(0.5) 0.3％ 

歳出については、役場本庁舎整備等の大規模事業実施に伴う公債費の増加、高齢化

社会の進展に伴う扶助費等の増加、国民健康保険等の特別会計に対する繰出金の増加、

公共施設の老朽化による維持管理費が増加する見通しである。 

その対策として、平成 23 年度から平成 27年度の 5年計画で、庄内町行財政改革推

進計画による「重点プロジェクト歳出充当一般財源 3億円縮減」を掲げ、本町が持続

的に発展するために、財政コストの削減に取り組んでおり、平成 29年 2月に結果をま

とめた報告書を公表した。 

なお、第 2次庄内町行財政改革推進計画では、平成 28年度から 32 年度まで段階的

に縮減される、合併による普通交付税効果額に対応して、歳出充当一般財源を縮減す

るため、徹底して事務事業を見直すことにしている。 

   大規模事業については、合併時の「新まちづくり計画」に予定していない 27億 8,000

万円の膨大な予算を必要とする、役場本庁舎整備を決定した。 

   なお、今後起債対象となる大規模事業は、学校給食共同調理場整備事業、本庁舎等

整備事業、酒田地区広域行政組合ごみ焼却施設改良事業、消防本署・本部庁舎等整備

事業、県営かんがい排水事業負担金、県営農地整備事業負担金、清川歴史公園整備事

業、立谷沢出張所耐震改修事業及び図書館整備事業等を見込んでいる。 

また、大規模事業の財源である合併特例債の起債状況は、平成 28年度末において、

基金発行可能額は、発行可能な 11億 4,000 万円を基金積立しており、建設事業発行可

能額は、すでに発行している額が 17 億 8,050 万円であり、今後の発行可能な残額が

52 億 2,246万円である。 

   歳入については、町税、地方譲与税は過去 5 年間減少しており、また合併に伴う財

政支援措置である算定替特例期間が終了することから、平成 28 年度以降の 5年間に交

付税が漸減していくことが確定している。 

   全国の地方公共団体では、減少する歳入を無駄なく徴収する施策としてコンビニ納
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付が普及し、平成 28年度では全国の 1,741団体のうち 1,072 団体が実施している。 

   本町では、実施していないが、実施する際の経費は次のとおりである。 

(1) システムについて 

ア システム改修費用 210万円 

イ 口座振替不能通知及び督促のカスタマイズ費用 110万円 

(2) 地銀ネットワークサービス利用について 

ア 初期費用   108,000 円(契約ごと) 

イ 基本料金   月額 10,800円 

ウ 回線使用料  月額 2,700 円 

エ 収納事務手数料 1件あたり 66円 

なお、本町では口座振替を原則としており、コンビニ納付については、現在担当課

で住民サービスの向上や費用対効果など、実施の可能性について調査中である。 

   このようにプラス要因が少ないなかで、庄内町ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)

は、驚異的な伸びをみせた平成 27 年度の達成額 4 億 5,500 万円に続き、平成 29 年 4

月 27日末現在で 6 億円を突破している。今後、同制度の変遷や継続性など不透明な部

分はあるものの、財政の健全化に向けて唯一明るい材料である。 

しかし、自治体間の競争が過熱していることから、過度な競争を煽ることを慎むよ

う、平成 29 年 4月１日付けで総務大臣の通知がだされた。この通知には、返礼品を寄

附額の 3割を上限にすることや、換金性の高い商品や商品券等を廃止することなどが

示され、全国の自治体が今後の対応を模索している状況にある。 

   なお、庄内町ふるさと応援寄附金の月別の状況は以下の表のとおりである。 

庄内町ふるさと応援寄附金額の比較          （平成 29年 5月 31日現在） 

 平成 27 年度実績 平成 28年度実績 前年度比較 

件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） ％ 

4月 2,443 33,400,000 1,667 21,596,100   ▲776 ▲11,803,900 65 

5月 1,249 17,079,100  1,633 29,008,000 384 11,928,900 170 

6月 1,239 17,371,000 1,843 32,226,000 604 14,855,000 186 

7月 1,159 16,592,000 2,469 39,315,200 1,310 22,723,200 237 

8月 2,946 43,526,500 2,236 35,281,000 ▲709 ▲8,195,500  81 

9月 2,919 43,755,000 2,441 43,649,600 ▲478 ▲105,400 100 

10月 2,209 30,262,008 2,558 45,264,600 349 15,002,592 150 

11月 2,821 43,312,011 4,192 63,612,501 1,371 20,300,490 147 

12月 8,035 114,969,737 12,656 180,131,508 4,621 65,161,771 157 

1月 4,825 61,370,101 1,892 26,261,500 ▲2,933 ▲35,118,601 43 

2月 1,000 11,370,000 1,912 29,400,000 911 18,030,000 259 

3月 1,932 22,562,000 4,306 60,205,108 2,374 37,643,108 267 

合 計 32,777 455,569,457 39,805 605,991,117 7,028 150,421,660 133 

月平均 2,731 37,964,121 3,317 50,499,260 586 12,535,138 133 
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なお、基金については平成 27年度末で約 49億 1,300万円。町債残高は約 146億 5,200

万円で、町民一人当たりに換算すると貯金が約 22万円、借金が約 67万円あることに

なる。また、臨時財政対策債（国の交付税財源不足分を自治体が起債、元利償還金の

100％交付税措置）や、合併特例債（充当率 95％、元利償還金の 70％交付税措置）、過

疎対策事業債（充当率 100％、元利償還金の 70％交付税措置）などの、基準財政需要

額として算入される額を差し引いた、町の普通会計が将来負担する実質的な負担は、

平成 27 年度決算時において約 43億 1,000 万円を見込んでおり、一人当たりの借金は

約 20万円となる。 

   財政計画は合併時の新まちづくり計画と、同計画の変更時に示されているが、詳細

な計画は示されていない。 

 

［課 題］ 

(1) 財源確保に向けた取り組みについて 

ア 滞納者への対応 

平成 27 年度の、町税の現年分と滞納分を合わせての収納率は、94.59％であり

平成 21 年度以降毎年向上している。滞納分の収納率は 22.86％で平成 21 年度と

比較し向上しているが、一進一退の状況にある。これは納税誓約書を交わすなど

して、安易に不能欠損にせず、限りある財源を丁寧に徴収しようとする姿勢に基

づくものと理解するが、地方税法第 15 条（徴収猶予）にも一層配慮するととも

に、新たな滞納の防止も含め対応が必要である。 

イ コンビニ納付 

コンビニ納付は、平成 29 年 3 月現在で全国自治体の 61％にあたる 1,072 団体

が実施しているが、本町は口座振替を原則とし実施していない。理由としては、

納付後に町への反映に時間を要すること、店舗内での個人情報の保護、費用対効

果が懸念されている。今後、納税者の利便性の向上がもたらす収納率の向上と手

数料やシステム改修などのコストを早急に調査する必要がある。 

  ウ ふるさと納税 

庄内町ふるさと応援寄附金は、平成 28年度の寄附額が 6億円を突破している。 

「総務大臣通知」を受けた本町のスタンスとしては、平成 29年度は既に予算化

していることから、現状のまま取り組んでいくとしている。今後はふるさと納税

制度の主旨を逸脱することなく、総務大臣の通知に基づいた対応への準備を進め、

他の自治体の動向も注視していきたいとしている。 

     今後、自治体側の意識が改められないことを理由に、国が同制度を廃止するこ

とのないように時期を逸しない対応をする必要がある。 

  エ 遊休財産の整理 

平成 27 年の所管事務調査報告書に示した意見に沿って、平成 28年 1月に駅前

住宅跡地を売却したがその後売却や貸付の動きが無い。 

(2) 歳出削減に向けた取り組みについて 

ア 庄内町行財政改革推進計画「重点プロジェクト歳出充当一般財源 3億円縮減」 
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「重点プロジェクト歳出充当一般財源 3億円縮減」の効果額の推移では、平成

27年度決算において、平成 23年度と比較すると 4億 2,092 万円を縮減したとし

ているが、平成 20年度に導入された「ふるさと納税」の効果額を差し引くと 2

億 3,591 万円となり、目標額の 3億円の達成には至っていないこととなる。 

新たに策定された、第 2 次行財政改革推進計画における基本方針は理解するが

5 年間の具体的な取り組みが示されていない。 

  イ 補助事業 

補助金等増減調書（資料 5）によると、平成 29年度予算の 19節補助金・負担金

及び交付金のうち、対象者が町民・町内団体等とするものは 129事業、総額 7億

4,361万円であるが、それぞれの事業の目標が明確ではなく、実施期間も示され

ていないため事業のゴールが定かでない。 

  ウ 長期継続契約 

平成 16 年から地方自治法の改正により、リース契約や管理業務などの役務に

ついて長期継続契約することが可能になった。本町では、平成 18年に「庄内町

長期契約を締結することができる契約を定める条例」を制定し、リース等につい

ては 5年以内、役務等については 3年以内の期間で長期継続契約している。その

目的は主に事務作業の合理化として締結しており、更に同契約を締結する余地が

ある。 

(3) 財政計画について 

財政計画については、中期的財政見通しも含め作成されていない。具体性のあ

る財政計画を策定するために不可欠な「大規模(ハード)事業について」が平成 25

年 2月以降示されていない。 

 

「意 見」 

 (1) 財源確保に向けた取り組みについて 

ア 滞納者への対応 

町県民税、国民健康保険税の納税や公共料金の新規滞納の防止部門、滞納処分

部門を一元化した専門部署を設置すべきである。また役場本庁舎改築の際に専門

部署を設置するスペースを確保するべきである。 

イ コンビニ納付 

担当課では、個人情報保護やシステム改修や手数料などの多額のコストを懸念

しているようだが、既に実施している自治体を確認してみると、収納率の向上以

上に納税者の利便性向上を目的に導入していた。前記した担当課の懸念も理解す

るが、多様な納付を実現し、利便性を向上することが納税者の納税意欲を喚起す

るなど、総合的な効果も考えられることから実施すべきである。 

ウ ふるさと納税 

庄内町ふるさと応援寄附金については、平成 28 年 6 月定例会で報告した所管

事務調査の報告書で、希望使途アンケートが反映される使い方として、基金に積

み立てるべきであるとすでに意見を付してある。しかし、平成 29 年度予算にお
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いては、従来の一般財源により活用する方法と、基金積立する方法の二本立てと

なっている。 

今年度は、現状のまま返礼品を寄附額の 3割を上限にすることに、こだわらな

い取り組みとするのであれば、返礼品等の必要経費を除いた寄附額全額を基金積

立として、ふるさと納税制度創設の意義に沿った本町の取り組みを、国民と総務

省にアピールするべきである。 

  エ 遊休財産の整理 

平成 27 年の報告書にも記載したが、まだ売却や有償貸付の可能性のある土地

がある。売却や貸付が進むことで、財源確保のみならず歳出削減にも繋がること

から、自然エネルギー事業用地としての売り込みなど、手を尽くして売却等の努

力を続けるべきである。 

(2) 歳出削減に向けた取り組みについて 

  ア 庄内町行財政改革推進計画「歳出充当一般財源 3億円縮減」 

重点プロジェクト「歳出充当一般財源 3 億円縮減」で、2 億 3,000 万円強の一

般財源を縮減した。 

また、同計画をローリングするたびに億単位の縮減を掲げ、乾いたタオルを更

に絞るような目標を設定するのは現実的でないことは理解する。しかし、合併算

定替特例措置が終了し、普通交付税が漸減していくことが確実なことから、発想

を転換するなどしたうえで現実的な目標を掲げるべきである。 

同計画の具体性が財政計画策定の必須であることから、より具体的な実施計画

を策定すべきである。 

イ 補助事業 

補助事業創設の際には、達成すべき目標を明確にしたうえで補助する期間を設

定するなど、事業目的を達成し廃止する際の判断基準を明確にすべきである。 

目的達成の判断は事務事業評価によるものとし、目的達成もしくは設定期間の

満了事業は廃止すべきである。 

ウ 長期継続契約 

長期継続契約は事務作業の合理化以外にも、落札業者に計画的な設備投資がで

きるなどの、メリットを与えながら契約額の圧縮ができる可能性が高いので、同

契約を締結できるものについては積極的に推進すべきである。 

(3) 財政計画について 

財政計画は町の未来を示す羅針盤であり、最重要計画である。中期的財政見通しと

ともに策定すべきである。同計画の策定には「大規模(ハード)事業について」や行財

政改革推進計画の、具体的な取り組みを示した実施計画が必要であり、各担当課と調

整するべきである。 

 

以上、財政の健全化についての意見とするが、今回は、予算計上した財源を確実に

徴収することと、一般財源の縮減について主に調査した。しかし、財政の健全化の根

本的な問題は、少子高齢化による生産年齢人口の減少と町民所得の減収にある。 
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本町議会では、これまで各常任委員会で数多くの所管事務の調査報告書に意見を付

してきたが、その多くは財政健全化に繋がるものである。これまでの意見をもう一度

振り返り、本町の未来のための指針とすることを望むものである。 
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  資料 1  

平成 27年度 庄内町と類似団体（V-1）主要財政指標 財政力指数 

 

順位 都道府県名 団体名 財政力指数 経常収支比率 実質公債費比率

1 愛知県 大口町 1.17 71.1 0.7

1 愛知県 幸田町 1.17 80.4 7.3

3 福岡県 苅田町 1.12 96.0 10.7

4 群馬県 大泉町 1.09 80.4 1.3

5 神奈川県 寒川町 1.01 98.2 5.6

6 神奈川県 愛川町 0.99 91.9 ▲ 3.6

6 愛知県 武豊町 0.99 86.0 3.1

8 静岡県 吉田町 0.95 82.1 10.4

8 愛知県 東浦町 0.95 83.9 1.7

10 栃木県 上三川町 0.91 70.1 6.4

11 愛知県 東郷町 0.90 91.2 3.0

12 福島県 西郷村 0.88 86.2 10.1

13 愛知県 阿久比町 0.82 81.0 ▲ 0.7

14 三重県 東員町 0.79 85.1 4.6

14 三重県 菰野町 0.79 86.7 2.2

16 埼玉県 上里町 0.78 78.9 9.2

17 栃木県 那須町 0.77 90.3 9.2

18 群馬県 邑楽町 0.76 90.0 5.5

19 兵庫県 稲美町 0.75 83.2 6.8

20 埼玉県 川島町 0.74 82.1 3.5

20 石川県 志賀町 0.74 89.8 12.7

22 岐阜県 垂井町 0.71 77.8 5.8

23 熊本県 大津町 0.70 82.7 11.0

24 茨城県 境町 0.67 90.2 15.7

24 滋賀県 日野町 0.67 87.0 4.8

26 香川県 多度津町 0.66 86.8 8.9

27 岐阜県 大野町 0.63 78.2 0.8

27 岐阜県 池田町 0.63 74.5 8.1

29 岐阜県 養老町 0.62 83.6 8.2

29 滋賀県 愛荘町 0.62 91.3 4.6

31 長野県 箕輪町 0.61 86.1 10.3

32 長野県 下諏訪町 0.59 73.8 0.0

33 福岡県 広川町 0.57 83.6 7.2

34 茨城県 茨城町 0.56 82.1 8.5

34 三重県 明和町 0.56 86.0 8.0

36 栃木県 益子町 0.55 82.4 7.4

37 宮城県 亘理町 0.54 88.4 7.1

37 富山県 入善町 0.54 77.5 9.1

39 千葉県 横芝光町 0.49 85.8 7.4

40 富山県 上市町 0.47 84.7 14.7

41 青森県 おいらせ町 0.45 89.7 13.3

42 福岡県 みやこ町 0.41 81.2 3.9

43 岐阜県 揖斐川町 0.40 75.7 6.7

44 山形県 高畠町 0.37 93.3 11.0

45 福井県 越前町 0.33 85.0 10.5

45 兵庫県 多可町 0.33 92.0 15.3

47 宮城県 加美町 0.32 87.3 8.1

48 山形県 庄内町 0.31 89.4 9.7

49 京都府 与謝野町 0.30 90.1 14.0

50 福島県 会津美里町 0.27 82.5 6.8

51 秋田県 美郷町 0.26 84.8 7.0
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資料 2  

平成 27年度 庄内町と類似団体（V-1）主要財政指標 経常収支比率 

 

順位 都道府県名 団体名 財政力指数 経常収支比率 実質公債費比率

1 栃木県 上三川町 0.91 70.1 6.4

2 愛知県 大口町 1.17 71.1 0.7

3 長野県 下諏訪町 0.59 73.8 0.0

4 岐阜県 池田町 0.63 74.5 8.1

5 岐阜県 揖斐川町 0.40 75.7 6.7

6 富山県 入善町 0.54 77.5 9.1

7 岐阜県 垂井町 0.71 77.8 5.8

8 岐阜県 大野町 0.63 78.2 0.8

9 埼玉県 上里町 0.78 78.9 9.2

10 群馬県 大泉町 1.09 80.4 1.3

10 愛知県 幸田町 1.17 80.4 7.3

12 愛知県 阿久比町 0.82 81.0 ▲ 0.7

13 福岡県 みやこ町 0.41 81.2 3.9

14 茨城県 茨城町 0.56 82.1 8.5

14 埼玉県 川島町 0.74 82.1 3.5

14 静岡県 吉田町 0.95 82.1 10.4

17 栃木県 益子町 0.55 82.4 7.4

18 福島県 会津美里町 0.27 82.5 6.8

19 熊本県 大津町 0.70 82.7 11.0

20 兵庫県 稲美町 0.75 83.2 6.8

21 岐阜県 養老町 0.62 83.6 8.2

21 福岡県 広川町 0.57 83.6 7.2

23 愛知県 東浦町 0.95 83.9 1.7

24 富山県 上市町 0.47 84.7 14.7

25 秋田県 美郷町 0.26 84.8 7.0

26 福井県 越前町 0.33 85.0 10.5

27 三重県 東員町 0.79 85.1 4.6

28 千葉県 横芝光町 0.49 85.8 7.4

29 愛知県 武豊町 0.99 86.0 3.1

29 三重県 明和町 0.56 86.0 8.0

31 長野県 箕輪町 0.61 86.1 10.3

32 福島県 西郷村 0.88 86.2 10.1

33 三重県 菰野町 0.79 86.7 2.2

34 香川県 多度津町 0.66 86.8 8.9

35 滋賀県 日野町 0.67 87.0 4.8

36 宮城県 加美町 0.32 87.3 8.1

37 宮城県 亘理町 0.54 88.4 7.1

38 山形県 庄内町 0.31 89.4 9.7

39 青森県 おいらせ町 0.45 89.7 13.3

40 石川県 志賀町 0.74 89.8 12.7

41 群馬県 邑楽町 0.76 90.0 5.5

42 京都府 与謝野町 0.30 90.1 14.0

43 茨城県 境町 0.67 90.2 15.7

44 栃木県 那須町 0.77 90.3 9.2

45 愛知県 東郷町 0.90 91.2 3.0

46 滋賀県 愛荘町 0.62 91.3 4.6

47 神奈川県 愛川町 0.99 91.9 ▲ 3.6

48 兵庫県 多可町 0.33 92.0 15.3

49 山形県 高畠町 0.37 93.3 11.0

50 福岡県 苅田町 1.12 96.0 10.7

51 神奈川県 寒川町 1.01 98.2 5.6
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資料 3  

平成 27年度 庄内町と類似団体（V-1）主要財政指標 実質公債費比率 

 

順位 都道府県名 団体名 財政力指数 経常収支比率 実質公債費比率

1 神奈川県 愛川町 0.99 91.9 ▲ 3.6

2 愛知県 阿久比町 0.82 81.0 ▲ 0.7

3 長野県 下諏訪町 0.59 73.8 0.0

4 愛知県 大口町 1.17 71.1 0.7

5 岐阜県 大野町 0.63 78.2 0.8

6 群馬県 大泉町 1.09 80.4 1.3

7 愛知県 東浦町 0.95 83.9 1.7

8 三重県 菰野町 0.79 86.7 2.2

9 愛知県 東郷町 0.90 91.2 3.0

10 愛知県 武豊町 0.99 86.0 3.1

11 埼玉県 川島町 0.74 82.1 3.5

12 福岡県 みやこ町 0.41 81.2 3.9

13 三重県 東員町 0.79 85.1 4.6

13 滋賀県 愛荘町 0.62 91.3 4.6

15 滋賀県 日野町 0.67 87.0 4.8

16 群馬県 邑楽町 0.76 90.0 5.5

17 神奈川県 寒川町 1.01 98.2 5.6

18 岐阜県 垂井町 0.71 77.8 5.8

19 栃木県 上三川町 0.91 70.1 6.4

20 岐阜県 揖斐川町 0.40 75.7 6.7

21 福島県 会津美里町 0.27 82.5 6.8

21 兵庫県 稲美町 0.75 83.2 6.8

23 秋田県 美郷町 0.26 84.8 7.0

24 宮城県 亘理町 0.54 88.4 7.1

25 福岡県 広川町 0.57 83.6 7.2

26 愛知県 幸田町 1.17 80.4 7.3

27 栃木県 益子町 0.55 82.4 7.4

27 千葉県 横芝光町 0.49 85.8 7.4

29 三重県 明和町 0.56 86.0 8.0

30 宮城県 加美町 0.32 87.3 8.1

30 岐阜県 池田町 0.63 74.5 8.1

32 岐阜県 養老町 0.62 83.6 8.2

33 茨城県 茨城町 0.56 82.1 8.5

34 香川県 多度津町 0.66 86.8 8.9

35 富山県 入善町 0.54 77.5 9.1

36 栃木県 那須町 0.77 90.3 9.2

36 埼玉県 上里町 0.78 78.9 9.2

38 山形県 庄内町 0.31 89.4 9.7

39 福島県 西郷村 0.88 86.2 10.1

40 長野県 箕輪町 0.61 86.1 10.3

41 静岡県 吉田町 0.95 82.1 10.4

42 福井県 越前町 0.33 85.0 10.5

43 福岡県 苅田町 1.12 96.0 10.7

44 山形県 高畠町 0.37 93.3 11.0

44 熊本県 大津町 0.70 82.7 11.0

46 石川県 志賀町 0.74 89.8 12.7

47 青森県 おいらせ町 0.45 89.7 13.3

48 京都府 与謝野町 0.30 90.1 14.0

49 富山県 上市町 0.47 84.7 14.7

50 兵庫県 多可町 0.33 92.0 15.3

51 茨城県 境町 0.67 90.2 15.7



12 

 

  資料 4  

 



13 

 

 



14 

 

 



15 

 

 


